


 
社 会 福 祉 法 人 こ と ぶ き 会 定 款  

 

第 １ 章 総 則  

 

 （ 目 的 ）  

第 １条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊

重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が､個人の尊厳を保持しつつ､自立

した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として､次の社会福祉事業

を行う｡ 

(1)  第 一 種 社 会 福 祉 事 業  

(ｲ ) 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 経 営  
(ﾛ) 養 護 老 人 ホ ー ム の 経 営  

(2)  第 二 種 社 会 福 祉 事 業  

(ｲ) 老 人 短 期 入 所 事 業 の 経 営  

(ﾛ) 老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業 の 経 営  

(ﾊ) 認 知 症 対 応 型 老 人 共 同 生 活 援 助 事 業 の 経 営  

(ﾆ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営 

(ﾎ) 老人介護支援センターの経営 

(ﾍ) 老人居宅介護等事業の経営 

(ﾄ) 障害者短期入所事業の経営 

（ 名 称 ）  

第  ２ 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 人 こ と ぶ き 会 と い う 。  

 （ 経 営 の 原 則 ）  

第  ３ 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 事 業 の 主 た る 担 い 手 と し て ふ さ わ し い 事 業 を 確

実 、 効 果 的 か つ 適 正 に 行 う た め 、 自 主 的 に そ の 経 営 基 盤 の 強 化 を 図 る と と

も に 、 そ の 提 供 す る 福 祉 サ ー ビ ス の 質 の 向 上 並 び に 事 業 経 営 の 透 明 性 の 確

保 を 図 り 、 も っ て 地 域 福 祉 の 推 進 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 事 務 所 の 所 在 地 ）  

第  ４ 条  こ の 法 人 の 事 務 所 を 岡 山 県 岡 山 市 北 区 御 津 紙 工 １ ４ １ ０ 番 地 に 置 く 。  

 

第 ２ 章  役 員 及 び 職 員  

 

 （ 役 員 の 定 数 ）  

第  ５ 条  こ の 法 人 に は 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

  (1)   理 事  １ ０ 名  

  (2)   監 事   ２ 名  

２  理 事 の う ち １ 名 は 、 理 事 の 互 選 に よ り 、 理 事 長 と な る 。  
３  理 事 長 は 、 こ の 法 人 を 代 表 す る 。  
４   役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のう

ちに２名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。 
（ 役 員 の 任 期 ）  

第  ６ 条  役 員 の 任 期 は ２ 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 役 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残

任 期 間 と す る 。  

２  役 員 は 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

３  理 事 長 の 任 期 は 、 理 事 と し て 在 任 す る 期 間 と す る 。  

 （ 役 員 の 選 任 等 ）  

第  ７ 条  理事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。   

２  監 事 は 、 評 議 員 会 に お い て 選 任 す る 。  

３  監 事 は 、 こ の 法 人 の 理 事 、 評 議 員 、 職 員 及 び こ れ ら に 類 す る 他 の 職 務 を

兼 任 す る こ と が で き な い 。  

（ 役 員 の 報 酬 等 ）  

第  ８ 条  役 員 の 報 酬 に つ い て は 、 勤 務 実 態 に 即 し て 支 給 す る こ と と し 、 役 員 の



 
地 位 に あ る こ と の み に よ っ て は 、 支 給 し な い 。  

２  役 員 に は 費 用 を 弁 償 す る こ と が で き る 。  

３  前 ２ 項 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、理 事 会 の 議 決 を 経 て 、理 事 長 が 別 に 定 め る 。  

 （ 理 事 会 ）  

第 ９条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務と

して理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

２  理 事 会 は 、 理 事 長 が こ れ を 招 集 す る 。  

３  理 事 長 は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の １ 以 上 の 理 事 又 は 監 事 か ら 会 議 に 付 議 す べ

き 事 項 を 示 し て 理 事 会 の 招 集 を 請 求 さ れ た 場 合 に は 、 そ の 請 求 の あ っ た 日

か ら １ 週 間 以 内 に こ れ を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。  

４  理 事 会 に 議 長 を 置 き 、 議 長 は そ の 都 度 選 任 す る 。  

５  理 事 会 は 、理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 出 席 が な け れ ば 、そ の 議 事 を 開 き 、

議 決 す る こ と が で き な い 。  

６  前 項 の 場 合 に お い て 、 あ ら か じ め 書 面 を も っ て 、 欠 席 の 理 由 及 び 理 事 会

に 付 議 さ れ る 事 項 に つ い て の 意 思 を 表 示 し た 者 は 、 出 席 者 と み な す 。  

７  理 事 会 の 議 事 は 、 法 令 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 及 び こ の 定 款 に 別 段 の 定

め が あ る 場 合 を 除 き 、 理 事 総 数 の 過 半 数 で 決 定 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議

長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

８  理 事 会 の 決 議 に つ い て 、 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 理 事 は 、 そ の 議 事 の 議

決 に 加 わ る こ と が で き な い 。  

９  議 長 及 び 理 事 会 に お い て 選 任 し た 理 事 ２ 名 は 、 理 事 会 の 議 事 に つ い て 議

事 の 経 過 の 要 領 及 び そ の 結 果 を 記 載 し た 議 事 録 を 作 成 し 、こ れ に 署 名 又 は

記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 理 事 長 の 職 務 の 代 理 ）  

第 １ ０ 条  理 事 長 に 事 故 あ る と き 、 又 は 欠 け た と き は 、 理 事 長 が あ ら か じ め 指 名

す る 他 の 理 事 が 、 順 次 に 理 事 長 の 職 務 を 代 理 す る 。  

２  理 事 長 個 人 と 利 益 相 反 す る 行 為 と な る 事 項 及 び 双 方 代 理 と な る 事 項 に つ

い て は 、 理 事 会 に お い て 選 任 す る 他 の 理 事 が 理 事 長 の 職 務 を 代 理 す る 。  

 （ 監 事 に よ る 監 査 ）  

第 １ １ 条  監 事 は 、 理 事 の 業 務 執 行 の 状 況 及 び 法 人 の 財 産 の 状 況 を 監 査 し な け れ

ば な ら な い 。  

２  監 事 は 、 毎 年 定 期 的 に 監 査 報 告 書 を 作 成 し 、 理 事 会 、 評 議 員 会 及 び 中 国

四 国 厚 生 局 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

３  監 事 は 、 前 項 に 定 め る ほ か 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 理 事 会 及 び 評

議 員 会 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ る も の と す る 。  

 （ 職 員 ）  

第 １ ２ 条  こ の 法 人 に 、 職 員 若 干 名 を 置 く 。  

２  こ の 法 人 の 設 置 経 営 す る 施 設 の 長 （ 以 下 「 施 設 長 」 と い う 。 ） は 、 理 事

会 の 議 決 を 経 て 、 理 事 長 が 任 免 す る 。  

３  施 設 長 以 外 の 職 員 は 、 理 事 長 が 任 免 す る 。  

 

第３章 評議員及び評議員会 

（評議員会） 

第１３条 評議員会は、２１名の評議員をもって組織する。 

２ 評議員会は、理事長が招集する。 

３ 理事長は、評議員総数の３分の１以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評

議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から２０日以内に、これを招集しな

ければならない。 

４ 評議員会に議長を置く。 

５ 議長は、その都度評議員の互選で定める。 

６ 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができな



 
い。 

７ 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

８ 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることが

できない。 

９ 議長及び評議員会において選任した評議員２名は、評議員会の議事について議事の経過の要領

及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。 

１０ 評議員の報 酬 に つ い て は 、勤 務 実 態 に 即 し て 支 給 す る こ と と し 、評 議 員 の

地 位 に あ る こ と の み に よ っ て は 、 支 給 し な い 。  

 （評議員会の権限） 

第１４条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(１) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告 

(２) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

(３) 定款の変更 

(４) 合併 

(５) 解散（合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。） 

(６) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定 

(７) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項 

  ２ 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意

見を聴かなければならない。 

 （同前） 

第１５条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に

対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。 

 （評議員の資格等） 

第１６条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協

力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。 

２ 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が３名を超

えて含まれてはならない。 

（評議員の任期）   

第１７条 評議員の任期は２年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。   

２ 評議員は、再任されることができる。 

 

第 ４ 章  資 産 及 び 会 計  

（ 資 産 の 区 分 ）  

第 １ ８ 条  こ の 法 人 の 資 産 は 、 こ れ を 分 け て 基 本 財 産 、 運 用 財 産 及 び 公 益 事 業 用

財 産 の ３ 種 と す る 。  

２  基 本 財 産 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 財 産 を も っ て 構 成 す る 。  

(１ ) 岡 山 県 岡 山 市 北 区 御 津 紙 工 字 新 田 １ ４ ２ ２ 番 １ 所 在 の 特 別 養 護

老 人 ホ ー ム 宇 甘 川 荘  敷 地  ３ ， ５ ９ ２ ． ０ ０ 平 方 ﾒｰﾄﾙ 

(２ ) 岡 山 県 岡 山 市 北 区 御 津 紙 工 字 新 田 １ ４ １ ０ 番 所 在 の 特 別 養 護 老

人 ホ ー ム 宇 甘 川 荘  敷 地  ２ ， ０ ８ １ ． ０ ０ 平 方 ﾒｰﾄﾙ  

(３)  岡山県岡山市北区御津紙工字苅山１４１２番所在の特別養護老人ホーム宇甘川荘   

（ショート専用居室部分） 敷地 ５３２．００平方ﾒｰﾄﾙ 

(４)  岡山県岡山市北区御津紙工字苅山１４２１番所在の特別養護老人ホーム宇甘川荘   

（ショート専用居室部分） 敷地 ４９９．００平方ﾒｰﾄﾙ 

(５)  岡山県岡山市北区御津紙工字西１４７１番１所在の土地 ３４７平方ﾒｰﾄﾙ 



 
(６)  岡山県岡山市北区御津紙工字苅山１４２５番１、１４２５番２、１４２４番１、  

字新田１４０５番２、１４０５番３所在のグループホームふるさと 敷地  ２，０

７２平方ﾒｰﾄﾙ 

(７)  岡山県岡山市北区御津紙工字新田１４０６番３所在の特別養護老人ホーム宇甘川荘 

敷地 ３２５平方ﾒｰﾄﾙ 

(８)  岡山県岡山市北区御津紙工字土手添１４１３番 3所在の特別養護老人ホーム宇甘川

荘 敷地 １２０平方ﾒｰﾄﾙ 

(９)  岡山県岡山市北区御津紙工字苅山１４２４番２所在の特別養護老人ホーム宇甘川荘 

敷地 ２９平方ﾒｰﾄﾙ 

(１０) 岡山県岡山市北区御津紙工字星原１４２７番所在の特別養護老人ホーム宇甘川荘 

敷地 ３，５９５平方ﾒｰﾄﾙ   

(１１) 岡山県岡山市北区御津紙工字星原１４２８番所在の特別養護老人ホーム宇甘川荘 

敷地 ４，００８平方ﾒｰﾄﾙ 

(１２) 岡山県岡山市中区平井字一ノ割１２６５番１所在の特別養護老人ホームおもいやり 

敷地 ７１７．５５平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合３９０，５７６分の２３０，１８６） 

(１３) 岡山県岡山市中区平井字一ノ割１２６４番１所在の特別養護老人ホームおもいやり 

敷地 ３１２．９３平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合３９０，５７６分の２３０，１８６） 

(１４) 岡山県岡山市中区平井字一ノ割１２６３番４所在の特別養護老人ホームおもいやり 

敷地 ９．８４平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合３９０，５７６分の２３０，１８６） 

(１５) 岡山県岡山市中区平井字一ノ割１２６３番１所在の特別養護老人ホームおもいやり  

敷地 ９４８．６６平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合３９０，５７６分の２３０，１８６） 

(１６) 岡山県岡山市中区平井字一ノ割１２６２番１所在の特別養護老人ホームおもいやり  

敷地 ２５６．０１平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合３９０，５７６分の２３０，１８６） 

(１７) 岡山県岡山市中区平井字一ノ割１２６０番１所在の特別養護老人ホームおもいやり 

敷地 ８７１．３９平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合３９０，５７６分の２３０，１８６） 

(１８)岡山県岡山市中区平井字一ノ割１２５９番１所在の特別養護老人ホームおもいやり 

敷地 １，０１４．８６平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合３９０，５７６分の２３０，１８６） 

(１９)岡山県岡山市中区平井字一ノ割１２６１番１所在の特別養護老人ホームおもいやり 

敷地 ２３７．５１平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合３９０，５７６分の２３０，１８６） 

(２０) 岡山県岡山市北区牟佐字車田１４７８番所在の特別養護老人ホーム牟佐げんき 敷

地  ５４３．２８平方ﾒｰﾄﾙ 

(２１) 岡山県岡山市北区牟佐字車田１４７９番１所在の特別養護老人ホーム牟佐げんき 敷

地  ２，３６０．１９平方ﾒｰﾄﾙ 

(２２)岡山県岡山市北区牟佐字車田１４８１番１所在の特別養護老人ホーム牟佐げんき 敷

地  ９４４．５９平方ﾒｰﾄﾙ 

（２３）岡山県岡山市北区厚生町三丁目４７番３所在の特別養護老人ホーム光生げんき 敷地 

３７０．４３平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合１，１４８，０２２分の２８５，０４５） 

（２４）岡山県岡山市北区厚生町三丁目５０番２所在の特別養護老人ホーム光生げんき 敷地 

２０９．５５平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合１，１４８，０２２分の２８５，０４５） 

(２５) 岡山県岡山市北区厚生町三丁目６１番２所在の特別養護老人ホーム光生げんき 敷地 

８７．１９平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合１，１４８，０２２分の２８５，０４５） 

(２６）岡山県岡山市北区厚生町三丁目６２番所在の特別養護老人ホーム光生げんき 敷地 



 
３２７．００平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合１，１４８，０２２分の２８５，０４５） 

(２７) 岡山県岡山市北区厚生町三丁目６３番１所在の特別養護老人ホーム光生げんき 敷地 

４５５．３５平方ﾒｰﾄﾙ（敷地権の割合１，１４８，０２２分の２８５，０４５） 

(２８) 岡山県岡山市北区厚生町三丁目６５番２所在の特別養護老人ホーム光生げんき 敷地 

６６．２４平方ﾒｰﾄﾙ 

(２９) 岡山県岡山市北区厚生町三丁目６５番４所在の特別養護老人ホーム光生げんき 敷地 

６６．１１平方ﾒｰﾄﾙ 

(３０) 岡山県岡山市北区御津紙工字新田１４２２番地１、字苅山１４１２番地、１４２１

番地所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフィング葺平家建特別養護老人ホーム宇

甘川荘 建物 １棟 ２５５．３０平方ﾒｰﾄﾙ 

(３１) 岡山県岡山市北区御津紙工字星原１４２８番地、字新田１４２２番地 1所在の鉄筋

コンクリート造スレート葺平家建特別養護老人ホーム宇甘川荘（増築部分） 建物１

棟 1６１０．００平方ﾒｰﾄﾙ 

(３２) 岡山県岡山市北区御津紙工字星原１４２７番地、１４２８番地、字苅山１４２４番地

１、１４２４番地２、１４２５番地１所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフイン

グ葺３階建特別養護老人ホーム宇甘川荘 建物１棟  

１階 １，８１４．００平方ﾒｰﾄﾙ ２階 １，４１３．８１平方ﾒｰﾄﾙ ３階 

１１７．００平方ﾒｰﾄﾙ  

(３３) 岡山県岡山市北区御津紙工字星原１４２８番地、字苅山１４２４番地１、 字新田１

４２２番地１所在の鉄筋コンクリート造陸屋根・ルーフィング葺平家建特別養護老人

ホーム宇甘川荘 建物１棟 ８５２．９３平方ﾒｰﾄﾙ 

(３４) 岡山県岡山市北区御津紙工字苅山１４２５番地１、字新田１４０５番地２、 

１４０５番地３所在の木造瓦葺平家建グループホームふるさと 建物１棟  

２７４．７３平方ﾒｰﾄﾙ 

(３５) 岡山県岡山市北区御津紙工字星原１４２８番地所在の木造瓦葺平家建デイサービス

センターうかい 建物１棟 １９６．５１平方ﾒｰﾄﾙ 

(３６) 香川県香川郡直島町字横防３７５１番地１、３７５１番地１７所在の鉄筋コンクリ

ート造かわらぶき４階建特別養護老人ホームレファシード直島他 建物１棟 １階４

６９．７８平方ﾒｰﾄﾙ ２階２，６２５．１２平方ﾒｰﾄﾙ ３階３４２．８０平方ﾒｰﾄﾙ ４

階３４２．８０平方ﾒｰﾄﾙ 

(３７) 岡山県岡山市中区平井字一ノ割１２６３番地１、１２６０番地１、１２６２番地１、

１２６５番地１所在の鉄骨造瓦葺・陸屋根４階建特別養護老人ホームおもいやり 建

物１棟 １階７８０．４６平方ﾒｰﾄﾙ ２階７２７．９０平方ﾒｰﾄﾙ 

３階７２７．９０平方ﾒｰﾄﾙ ４階６５．６０平方ﾒｰﾄﾙ 

(３８) 香川県香川郡直島町字才ノ神3８４６番地１所在の鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 

小規模多機能型介護施設直島げんき（１階） 高齢者専用住宅げんき 

（２階）建物 1棟 1 階２８４，１４平方ﾒｰﾄﾙ 2 階３１６，８６平方ﾒｰﾄﾙ 

(３９) 岡山県岡山市北区高松字石井谷１００６番地２所在の鉄筋コンクリート造陸屋根２階建 

養護老人ホーム松風園 建物 1棟 1 階 １，８３１．４７平方ﾒｰﾄﾙ 2 階 １，２７

４．７５平方ﾒｰﾄﾙ 

(４０) 岡山県岡山市北区高松字石井谷１００６番地２所在の木造かわらぶき平家建  

養護老人ホーム松風園 礼拝堂 1 棟 ２３．３０平方ﾒｰﾄﾙ 



 
(４１) 岡山県岡山市北区高松字石井谷１００６番地２所在の石造石板ぶき平家建  

養護老人ホーム松風園 納骨堂 1 棟 ２．４８平方ﾒｰﾄﾙ 

(４２) 岡山県岡山市北区牟佐字車田 1479 番地 1所在の鉄骨造陸屋根２階建 

特別養護老人ホーム牟佐げんき 建物１棟 １階１，０７８．５１平方ﾒｰﾄﾙ ２階１，

０６４．７１平方ﾒｰﾄﾙ 

(４３) 岡山県岡山市北区厚生町三丁目６３番地１、４７番地３、５０番地２、６１番地２、

６２番地、６４番地３所在の鉄骨造陸屋根１２階建 

特別養護老人ホーム光生げんき 建物１棟 ６階部分７１６．５６平方ﾒｰﾄﾙ ７階部

分７１６．５６平方ﾒｰﾄﾙ ８階部分７１６．５６平方ﾒｰﾄﾙ 

(４４) 岡山県岡山市北区厚生町三丁目６３番地１、４７番地３、５０番地２、６１番地２、

６２番地、６４番地３所在の鉄骨造陸屋根１２階建 

特別養護老人ホーム光生げんき 建物１棟 １階部分３１２．８５平方ﾒｰﾄﾙ(事務所･

調理室 共用部分) 

(４５) 岡山県岡山市北区厚生町三丁目６３番地１、４７番地３、５０番地２、６１番地２、

６２番地、６４番地３所在の鉄骨造陸屋根１２階建 

特別養護老人ホーム光生げんき 建物１棟 １階部分６．７１平方ﾒｰﾄﾙ(倉庫 共用部

分) 

(４６) 岡山県岡山市北区厚生町三丁目６３番地１、４７番地３、５０番地２、６１番地２、

６２番地、６４番地３所在の鉄骨造陸屋根１２階建 

特別養護老人ホーム光生げんき 建物１棟 １階部分１５．３３平方ﾒｰﾄﾙ(洗濯室 共用

部分) 

３  運 用 財 産 は 、 基 本 財 産 及 び 公 益 事 業 用 財 産 以 外 の 財 産 と す る 。  

４  公 益 事 業 用 財 産 は 、 第 ２ ７ 条 に 掲 げ る 公 益 を 目 的 と す る 事 業 の 用 に 供 す

る 財 産 と す る 。  

５  基 本 財 産 に 指 定 さ れ て 寄 附 さ れ た 金 品 は 、速 や か に 第 ２ 項 に 掲 げ る た め 、

必 要 な 手 続 を と ら な け れ ば な ら な い 。  

（ 基 本 財 産 の 処 分 ）   

第 １ ９ 条  基 本 財 産 を 処 分 し 、 又 は 担 保 に 供 し よ う と す る と き は 、 理 事 総 数 の ３

分 の ２ 以 上 の 同 意 を 得 て 、中 国 四 国 厚 生 局 長 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、 中 国 四 国 厚 生 局 長 の 承 認 は 必 要 と し

な い 。  

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備の

ための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融

資をいう。以下に同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合

（協調融資に係る担保に限る。） 

 （ 資 産 の 管 理 ）  

第 ２ ０ 条  こ の 法 人 の 資 産 は 、 理 事 会 の 定 め る 方 法 に よ り 、 理 事 長 が 管 理 す る 。  

２  資 産 の う ち 現 金 は 、 確 実 な 金 融 機 関 に 預 け 入 れ 、 確 実 な 信 託 会 社 に 信 託

し 、 又 は 確 実 な 有 価 証 券 に 換 え て 、 保 管 す る 。  
３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、基 本 財 産 以 外 の 資 産 の 現 金 の 場 合 に つ い て は 、

理 事 会 の 決 議 を 経 て 、 株 式 等 に 換 え て 保 管 す る こ と が で き る 。  

 （ 特 別 会 計 ）  

第 ２ １ 条  こ の 法 人 は 、 特 別 会 計 を 設 け る こ と が で き る 。  

 （ 予 算 ）  

第 ２ ２ 条  こ の 法 人 の 予 算 は 、 毎 会 計 年 度 開 始 前 に 、 理 事 長 に お い て 編 成 し 、 理



 
事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 決 算 ）  

第 ２ ３ 条  こ の 法 人 の 事 業 報 告 書 、 財 産 目 録 、 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 は 、 毎

会 計 年 度 終 了 後 ２ 月 以 内 に 理 事 長 に お い て 作 成 し 、 監 事 の 監 査 を 経 て か ら 、

理 事 会 の 認 定 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 認 定 を 受 け た 書 類 及 び こ れ に 関 す る 監 事 の 意 見 を 記 載 し た 書 面 に

つ い て は 、 各 事 務 所 に 備 え て 置 く と と も に 、 こ の 法 人 が 提 供 す る 福 祉 サ ー

ビ ス の 利 用 を 希 望 す る 者 そ の 他 の 利 害 関 係 人 か ら 請 求 が あ っ た 場 合 に は 、

正 当 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 い て 、 こ れ を 閲 覧 に 供 し な け れ ば な ら な い 。  

３  会 計 の 決 算 上 繰 越 金 を 生 じ た と き は 、次 会 計 年 度 に 繰 り 越 す も の と す る 。

た だ し 、 必 要 な 場 合 に は 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 基 本 財 産 に 編 入 す る こ と が

で き る 。  

（ 会 計 年 度 ）  

第 ２ ４ 条  こ の 法 人 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 を も

っ て 終 わ る 。  

 （ 会 計 処 理 の 基 準 ）  

第 ２ ５ 条  こ の 法 人 の 会 計 に 関 し て は 、 法 令 等 及 び こ の 定 款 に 定 め の あ る も の の

ほ か 、 理 事 会 に お い て 定 め る 経 理 規 程 に よ り 処 理 す る 。  

 （ 臨 機 の 措 置 ）  

第 ２ ６ 条  予 算 を も っ て 定 め る も の の ほ か 、 新 た に 義 務 の 負 担 を し 、 又 は 権 利 の

放 棄 を し よ う と す る と き は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 が な け れ ば な

ら な い 。  

 

第 ５ 章  公 益 を 目 的 と す る 事 業  

 

 （ 種 別 ）  

第 ２ ７ 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 第 ２ ６ 条 の 規 定 に よ り 、 利 用 者 が 、 個 人 の 尊

厳 を 保 持 し つ つ 、 自 立 し た 生 活 を 地 域 社 会 に お い て 営 む こ と が で き る よ う

支 援 す る こ と な ど を 目 的 と し て 、 次 の 事 業 を 行 う 。  

（１） 居 宅 介 護 支 援 事 業 の 経 営  

（２） 生 き が い 活 動 支 援 通 所 事 業 の 経 営  

（３） サービス付き高齢者向け住宅の経営 

（４） 有料老人ホームの経営 

（５） 認可外保育施設の経営 

（６） 福祉有償運送の経営 

 

２  前 項 の 事 業 の 運 営 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、理 事 総 数 の 3 分 の 2 以 上 の

同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 剰 余 金 が 出 た 場 合 の 処 分 ）  

第 ２ ８ 条  前 条 の 規 定 に よ っ て 行 う 事 業 か ら 剰 余 金 が 生 じ た 場 合 は 、 こ の 法 人 の

行 う 社 会 福 祉 事 業 又 は 公 益 事 業 に 充 て る も の と す る 。  

 

第 ６ 章  解 散 及 び 合 併  

 

 （ 解 散 ）  

第 ２ ９ 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 第 ４ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 か ら 第 ６ 号

ま で の 解 散 事 由 に よ り 解 散 す る 。  

 （ 残 余 財 産 の 帰 属 ）  

第 ３ ０ 条  解 散 （ 合 併 又 は 破 産 に よ る 解 散 を 除 く 。 ） し た 場 合 に お け る 残 余 財 産

は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 に よ っ て 社 会 福 祉 法 人 の う ち か ら 選 出

さ れ た も の に 帰 属 す る 。  

 （ 合 併 ）  



 
第 ３ １ 条  合 併 し よ う と す る と き は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 を 得 て 、 中

国 四 国 厚 生 局 長 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

第 ７ 章  定 款 の 変 更  

 

 （ 定 款 の 変 更 ）  

第 ３ ２ 条  こ の 定 款 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意

を 得 て 、 中 国 四 国 厚 生 局 長 の 認 可 （ 社 会 福 祉 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る も の を 除 く 。）を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

２  前 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る 定 款 の 変 更 を し た と き は 、 遅 滞

な く そ の 旨 を 中 国 四 国 厚 生 局 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 

第 ８ 章   公 告 の 方 法 そ の 他  

 

 （ 公 告 の 方 法 ）  

第 ３ ３ 条  こ の 法 人 の 公 告 は 、 社 会 福 祉 法 人 こ と ぶ き 会 の 掲 示 場 に 掲 示 す る と と

も に 、 官 報 又 は 新 聞 に 掲 載 し て 行 う 。  

 （ 施 行 細 則 ）  

第 ３ ４ 条  こ の 定 款 の 施 行 に つ い て の 細 則 は 、 理 事 会 に お い て 定 め る 。  

 

附 則  

 こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 役 員 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 こ の 法 人 の 成 立 後

遅 滞 な く 、 こ の 定 款 に 基 づ き 、 役 員 の 選 任 を 行 う も の と す る 。  

 

理 事 長  佐 能   正  

 

理  事  白 髭  勝 彦  

理  事   石 田  辰 巳  

理  事   沼 田  尹 典  

理  事   海 野  嘉 亮  

理  事   石 田  祥 史  

理  事   織 田  好 雄  

監  事   苅 山   勇  

監  事   井 戸  宣 夫  

附 則  

 平 成 １ ４ 年  ７ 月 ８ 日 付 け の 定 款 変 更 に 伴 い 設 置 さ れ た 、 評 議 員 会 の 評 議 員 ２

１ 名 の 任 期 は 、 定 款 第 １ ７ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 平 成 １ ４ 年 ８ 月 ３ １ 日 ま で と

す る 。  


